
第５３号議案 

 

 

 

新宮町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 

 

令和８年６月５日 

 

 

 

新宮町長  桐 島 光 昭    

 

 

理 由 

 児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内

閣府令の整備等に関する内閣府令（令和８年内閣府令第３号）及び児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令（令和８年内閣府

令第１０号）が令和８年４月１日に施行されたことに伴い、新宮町家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するもので、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により町議

会の議決を求めるものである。 
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新宮町条例第  号 

 

 

新宮町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定  

める条例の一部を改正する条例 

     

 

新宮町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年新宮町条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条中「又は同条第１２項第２号」を「若しくは同条第１２項第２号」に

改め、「場合」の次に「又は同条第１０項第３号の規定に基づき保育を必要と

する児童であって満３歳以上のものについて保育を行う場合」を加える。 

第７条第１項中「事項」の次に「（法第６条の３第１０項第３号に掲げる事

業（以下「満３歳以上限定小規模保育事業」という。）を行う事業者（以下「

満３歳以上限定小規模保育事業者」という。）にあっては、第１号及び第２号

に掲げる事項）」を加え、同項第３号中「家庭的保育事業者等」を「家庭的保

育事業者等（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。第６項及び第７項にお

いて同じ。）」に改め、「及び第６項第１号」を削り、同条第７項各号列記以

外の部分中「限る。）」の次に「又は満３歳以上限定小規模保育事業を行う事

業所」を加え、「連携協力を行う者」を「連携協力を行う施設又は事業所」に

改める。 

第１９条第６号中「利用定員」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者

にあっては、満３歳以上の幼児の利用定員）」を加える。 

第２８条中「小規模保育事業B型」を「小規模保育事業B型（満３歳以上限

定小規模保育事業を除く。）」に、「小規模保育事業C型」を「小規模保育事

業C型（満３歳以上限定小規模保育事業を除く。）」に改める。 

第３０条第２項第３号中「第２号」の次に「又は第３号」を加え、同条第３
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項中「保健師又は看護師」を「保健師、看護師又は准看護師（以下「看護師等

」という。）」に改め、同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所

A型に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校

教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による大学（短期大学を除く。）

若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相

当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有

するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）又は

障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指

導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、か

つ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」と

いう。）を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定

理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所A型の保育

士（地域限定保育士を含み、附則第７条又は第８条の規定により保育士とみ

なされる者を除く。）による支援を受けることができる体制を確保しなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行

う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所

Ａ型の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）によ

る支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

第３２条第３項中「保健師又は看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の

２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所

B型に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことがで

きる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規

模保育事業所B型の保育士（地域限定保育士を含む。次項において同じ。）
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による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行

う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所

Ｂ型の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）によ

る支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

第３３条中「と、同条第４号中「次号並びに第３４条第４号及び第５号」と

あるのは「第３３条において準用する次号」と読み替えるもの」を削る。 

第３６条中「第６条の３第１０項」を「第６条の３第１０項第１号」に改め

る。 

第４５条第３項中「保健師又は看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の

２項を加える。  

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内

保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすこ

とができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当

該保育所型事業所内保育事業所の保育士（地域限定保育士を含み、附則第７

条又は第８条の規定により保育士とみなされる者を除く。次項において同じ

。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。  

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行

う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内

保育事業所の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。

）による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。  

第４８条第３項中「保健師又は看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の

２項を加える。  

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内

保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすこ

とができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当
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該小規模型事業所内保育事業所の保育士（地域限定保育士を含む。次項にお

いて同じ。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならな

い。  

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行

う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所内

保育事業所の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。

）による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。  

第４９条中「と、同条第４号中「次号並びに第３４条第４号及び第５号」と

あるのは「第４９条において準用する次号」と読み替えるもの」を削る。  

附則第３条中「家庭的保育事業者等（」を「家庭的保育事業者等（満３歳以

上限定小規模保育事業者及び」に、「、かつ、適切な」を「かつ適切な」に改

める。  

附則第６条中「家庭的保育事業等」を「家庭的保育事業者等（満３歳以上限

定小規模保育事業を除く。）」に改める。  

附則第９条中「法第１８条の１８第１項の登録を受けた者又は地域限定保育

士をいい、第３０条第３項若しくは第４５条第３項」を「地域限定保育士を含

み、第３０条第３項若しくは第４項若しくは第４５条第３項若しくは第４項」

に、「保育士の数（前２条の規定の適用がないとした場合の第３０条第２項又

は第４５条第２項により算定されるものをいう。）を」を「前２条の規定の適

用がないものとした場合の第３０条第２項又は第４５条第２項により算定され

る保育士の数の」に改める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）附則第３条

第４項の条例で定める日） 

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）附則第３条
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第４項の条例で定める日は、この条例の公布の日とする。 
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新宮町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年新宮町条例第14号)新旧対

照表 

改正後 改正前 

(最低基準の目的) (最低基準の目的) 

第3条 最低基準は、家庭的保育事業等(法第24

条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。

以下同じ)を利用している乳児又は幼児(満3歳

に満たない者に限り、法第6条の3第9項第2号、

同条第10項第2号、同条第11項第2号若しくは

同条第12項第2号の規定に基づき保育が必要

と認められる児童であって満3歳以上のもの

について保育を行う場合又は同条第10項第3

号の規定に基づき保育を必要とする児童であ

って満3歳以上のものについて保育を行う場

合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以

下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛

生的な環境において、素養があり、かつ、適切

な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う

事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)

の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供す

ることにより、心身ともに健やかに育成される

ことを保障するものとする。 

第3条 最低基準は、家庭的保育事業等(法第24

条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。

以下同じ)を利用している乳児又は幼児(満3歳

に満たない者に限り、法第6条の3第9項第2号、

同条第10項第2号、同条第11項第2号又は同条

第12項第2号    の規定に基づき保育が必要

と認められる児童であって満3歳以上のもの

について保育を行う場合                   

                                         

                                      に

あっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以下

「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生

的な環境において、素養があり、かつ、適切な

訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事

業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の

管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供する

ことにより、心身ともに健やかに育成されるこ

とを保障するものとする。 

(保育所等との連携) (保育所等との連携) 

第7条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事

業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」と

いう。)を除く。以下この条、次条第1項、第8

条の3第2項、第15条第1項及び第2項、第16条

第1項、第2項及び第5項、第17条並びに第18

条第1項から第3項並びに附則第3条までにお

いて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適

正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等

による保育の提供の終了後も満3歳以上の児

童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年

法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定

める学校において行われる教育をいう。第3号

第7条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事

業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」と

いう。)を除く。以下この条、次条第1項、第8

条の3第2項、第15条第1項及び第2項、第16条

第1項、第2項及び第5項、第17条並びに第18

条第1項から第3項並びに附則第3条までにお

いて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適

正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等

による保育の提供の終了後も満3歳以上の児

童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年

法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定

める学校において行われる教育をいう。第3号
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において同じ。)又は保育が継続的に提供され

るよう、次に掲げる事項(法第6条の3第10項第

3号に掲げる事業(以下「満3歳以上限定小規模

保育事業」という。)を行う事業者(以下「満3

歳以上限定小規模保育事業者」という。)にあ

っては、第1号及び第2号に掲げる事項)に係る

連携協力を行う保育所(子ども・子育て支援法

(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する

保育所をいう。)、幼稚園(同項に規定する幼稚

園をいう。)又は認定こども園(同項に規定する

認定子ども園をいう。)(以下「連携施設」とい

う。)を適切に確保しなければならない。ただ

し、離島その他の地域であって、連携施設の確

保が著しく困難であると町が認めるものにお

いて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を

除く。第17条第2項第3号において同じ。)を行

う家庭的保育事業者等については、この限りで

はない。 

において同じ。)又は保育が継続的に提供され

るよう、次に掲げる事項                    

                                         

                                         

                                         

                                  に係る

連携協力を行う保育所(子ども・子育て支援法

(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する

保育所をいう。)、幼稚園(同項に規定する幼稚

園をいう。)又は認定こども園(同項に規定する

認定子ども園をいう。)(以下「連携施設」とい

う。)を適切に確保しなければならない。ただ

し、離島その他の地域であって、連携施設の確

保が著しく困難であると町が認めるものにお

いて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を

除く。第17条第2項第3号において同じ。)を行

う家庭的保育事業者等については、この限りで

はない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 当該家庭的保育事業者等(満3歳以上限定

小規模保育事業者を除く。第6項及び第7項

において同じ。)により保育の提供を受けて

いた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳

幼児にあっては、第43条に規定するその他

の乳児又は幼児に限る。以下この号        

      において同じ。)を、当該保育の提供

の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護

者の希望に基づき、引き続き当該連携施設に

おいて受け入れて教育又は保育を提供する

こと。 

(3) 当該家庭的保育事業者等              

                                       

              により保育の提供を受けて

いた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳

幼児にあっては、第43条に規定するその他

の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第6

項第1号において同じ。)を、当該保育の提供

の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護

者の希望に基づき、引き続き当該連携施設に

おいて受け入れて教育又は保育を提供する

こと。 

2～6 （略） 2～6 （略） 

7 前項の場合において、家庭的保育事業者等

は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次

に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限

る。)又は満3歳以上限定小規模保育事業を行う

事業所であって、町長が適当と認めるものを第

7 前項の場合において、家庭的保育事業者等

は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次

に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限

る。)                                     

      であって、町長が適当と認めるものを第
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1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う

施設又は事業所として適切に確保しなければ

ならない。 

1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う

者            として適切に確保しなければ

ならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(家庭的保育事業所等内部の規程) (家庭的保育事業所等内部の規程) 

第19条 家庭的保育事業者等は、次の各号に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

第19条 家庭的保育事業者等は、次の各号に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員(満3

歳以上限定小規模保育事業者にあっては、満

3歳以上の幼児の利用定員) 

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員    

                                       

                          

(7)～(11) （略） (7)～(11) （略） 

第28条 小規模保育事業は、小規模保育事業A

型、小規模保育事業B型(満3歳以上限定小規模

保育事業を除く。)及び小規模保育事業C型(満3

歳以上限定小規模保育事業を除く。)とする。 

第28条 小規模保育事業は、小規模保育事業A

型、小規模保育事業B型                    

                 及び小規模保育事業C型  

                                   とす

る。 

(職員) (職員) 

第30条 （略） 第30条 （略） 

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた

数以上とする。 

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた

数以上とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条

の3第10項第2号又は第3号の規定に基づき

受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

 おおむね15人につき1人 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条

の3第10項第2号         の規定に基づき

受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

 おおむね15人につき1人 

(4) （略） (4) （略） 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっ

ては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保

健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」

という。)を、1人に限り、保育士とみなすこと

ができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっ

ては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保

健師又は看護師                           

         を、1人に限り、保育士とみなすこ

とができる。 

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっ  
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ては、当該小規模保育事業所A型に勤務する理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当

職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定

による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院

において、心理学を専修する学科、研究科若し

くはこれに相当する課程を修めて卒業した者

であって、個人及び集団心理療法の技術を有す

るもの又はこれと同等以上の能力を有すると

認められる者をいう。)又は障害児の療育に関

する知識及び経験を有する者であって、障害児

の療育の指導を行う業務に5年以上従事した

経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、

子育てに関する知識及び経験を有する者(以下

「特定理学療法士等」という。)を、1人に限り、

保育士とみなすことができる。ただし、当該特

定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当

該小規模保育事業所A型の保育士(地域限定保

育士を含み、附則第7条又は第8条の規定によ

り保育士とみなされる者を除く。)による支援

を受けることができる体制を確保しなければ

ならない。 

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療

法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該

看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模

保育事業所Ａ型の保育士(前項ただし書の規定

による支援を行う保育士を除く。)による支援

を受けることができる体制を確保しなければ

ならない。 

 

(職員) (職員) 

第32条 （略） 第32条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっ

ては、当該小規模保育事業所B型に勤務する看

護師等        を、1人に限り、保育士とみな

すことができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっ

ては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保

健師又は看護師を、1人に限り、保育士とみな

すことができる。 

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっ  
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ては、当該小規模保育事業所B型に勤務する特

定理学療法士等を、1人に限り、保育士とみな

すことができる。ただし、当該特定理学療法士

等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育

事業所B型の保育士(地域限定保育士を含む。次

項において同じ。)による支援を受けることが

できる体制を確保しなければならない。 

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療

法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該

看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模

保育事業所Ｂ型の保育士(前項ただし書の規定

による支援を行う保育士を除く。)による支援

を受けることができる体制を確保しなければ

ならない。 

 

(準用) (準用) 

第33条 第25条から第27条まで及び第29条の規

定は、小規模保育事業B型について準用する。

この場合において、第25条中「家庭的保育事

業を行う者(次条及び第27条において「家庭的

保育事業者」という。)」とあるのは「小規模

保育事業B型を行う者(第33条において準用す

る次条及び第27条において「小規模保育事業

者(B型)」という。)」と、第26条及び第27条中

「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育

事業者(B型)」と、第29条中「小規模保育事業

所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」 

                                         

                                         

                      とする。 

第33条 第25条から第27条まで及び第29条の規

定は、小規模保育事業B型について準用する。

この場合において、第25条中「家庭的保育事

業を行う者(次条及び第27条において「家庭的

保育事業者」という。)」とあるのは「小規模

保育事業B型を行う者(第33条において準用す

る次条及び第27条において「小規模保育事業

者(B型)」という。)」と、第26条及び第27条中

「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育

事業者(B型)」と、第29条中「小規模保育事業

所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」

と、同条第4号中「次号並びに第34条第4号及

び第5号」とあるのは「第33条において準用す

る次号」と読み替えるものとする。 

(利用定員) (利用定員) 

第36条 小規模保育事業所C型は、法第6条の3

第10項第1号の規定にかかわらず、その利用定

員を6人以上10人以下とする。 

第36条 小規模保育事業所C型は、法第6条の3

第10項     の規定にかかわらず、その利用定

員を6人以上10人以下とする。 

(保育所型事業所内保育事業所の職員) (保育所型事業所内保育事業所の職員) 

第45条 （略） 第45条 （略） 

2 （略） 2 （略） 
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3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっ

ては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務

する看護師等        を、1人に限り、保育士

とみなすことができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっ

ては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務

する保健師又は看護師を、1人に限り、保育士

とみなすことができる。 

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっ

ては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務

する特定理学療法士等を、1人に限り、保育士

とみなすことができる。ただし、当該特定理学

療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育

所型事業所内保育事業所の保育士(地域限定保

育士を含み、附則第7条又は第8条の規定によ

り保育士とみなされる者を除く。次項において

同じ。)による支援を受けることができる体制

を確保しなければならない。 

 

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療

法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該

看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所

型事業所内保育事業所の保育士(前項ただし書

の規定による支援を行う保育士を除く。)によ

る支援を受けることができる体制を確保しな

ければならない。 

 

(小規模型事業所内保育事業所の職員) (小規模型事業所内保育事業所の職員) 

第48条 （略） 第48条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっ

ては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務

する看護師等        を、1人に限り、保育士

とみなすことができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっ

ては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務

する保健師又は看護師を、1人に限り、保育士

とみなすことができる。 

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっ

ては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務

する特定理学療法士等を、1人に限り、保育士

とみなすことができる。ただし、当該特定理学

療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規

模型事業所内保育事業所の保育士(地域限定保

育士を含む。次項において同じ。)による支援

を受けることができる体制を確保しなければ
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ならない。 

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療

法士等のいずれもが保育を行う場合には、当該

看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模

型事業所内保育事業所の保育士(前項ただし書

の規定による支援を行う保育士を除く。)によ

る支援を受けることができる体制を確保しな

ければならない。 

 

(準用) (準用) 

第49条 第25条から第27条まで及び第29条の規

定は、小規模型事業所内保育事業について準用

する。この場合において、第25条中「家庭的

保育事業を行う者(次条及び第27条において

「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは

「小規模型事業所内保育事業を行う者(第49条

において準用する次条及び第27条において

「小規模型事業所内保育事業者」という。)」

と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」

とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、

第29条中「小規模保育事業所A型」とあるのは

「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第1

号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該

小規模型事業所内保育事業所を設置し及び管

理する事業主が事業場に附属して設置する炊

事場を含む。第4号において同じ。)」        

                                         

                                         

               とする。 

第49条 第25条から第27条まで及び第29条の規

定は、小規模型事業所内保育事業について準用

する。この場合において、第25条中「家庭的

保育事業を行う者(次条及び第27条において

「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは

「小規模型事業所内保育事業を行う者(第49条

において準用する次条及び第27条において

「小規模型事業所内保育事業者」という。)」

と、第26条及び第27条中「家庭的保育事業者」

とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、

第29条中「小規模保育事業所A型」とあるのは

「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第1

号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該

小規模型事業所内保育事業所を設置し及び管

理する事業主が事業場に附属して設置する炊

事場を含む。第4号において同じ。)」と、同条

第4号中「次号並びに第34条第4号及び第5号」

とあるのは「第49条において準用する次号」

と読み替えるものとする。 

附 則 附 則 

(連携施設に関する経過措置) (連携施設に関する経過措置) 

第3条 家庭的保育事業者等(満3歳以上限定小規

模保育事業者及び特例保育所型事業所内保育

事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく

困難であって、子ども・子育て支援法第59条

第4号に規定する事業による支援その他の必

要かつ適切な    支援を行うことができると

第3条 家庭的保育事業者等(                 

                特例保育所型事業所内保育

事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく

困難であって、子ども・子育て支援法第59条

第4号に規定する事業による支援その他の必

要、かつ、適切な支援を行うことができると町
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町が認める場合は、第7条第1項の規定にかか

わらず、令和12年3月31日までの間、連携施設

の確保をしないことができる。 

が認める場合は、第7条第1項の規定にかかわ

らず、令和12年3月31日までの間、連携施設の

確保をしないことができる。 

(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内

保育事業所の職員配置に係る特例) 

(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内

保育事業所の職員配置に係る特例) 

第6条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認

定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1

項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保

育事業者等(満3歳以上限定小規模保育事業を

除く。)が不足していることに鑑み、当分の間、

第30条第2項各号又は第45条第2項各号に定め

る数の合計数が1となる時は、第30条第2項又

は第45条第2項に規定する保育士の数は1人以

上とすることができる。ただし、配置される保

育士の数が1人となる時は、当該保育士に加え

て、保育士と同等の知識及び経験を有すると町

長が認める者を置かなければならない。 

第6条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認

定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1

項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保

育事業等                                 

      が不足していることに鑑み、当分の間、

第30条第2項各号又は第45条第2項各号に定め

る数の合計数が1となる時は、第30条第2項又

は第45条第2項に規定する保育士の数は1人以

上とすることができる。ただし、配置される保

育士の数が1人となる時は、当該保育士に加え

て、保育士と同等の知識及び経験を有すると町

長が認める者を置かなければならない。 

第9条 前2条の規定を適用する時は、保育士(地

域限定保育士を含み、第30条第3項若しくは第

4項若しくは第45条第3項若しくは第4項     

      又は前2条の規定により保育士とみな

される者を除く。)を、前2条の規定の適用がな

いものとした場合の第30条第2項又は第45条

第2項により算定される保育士の数の       

   3分の2以上、置かなければならない。 

第9条 前2条の規定を適用する時は、保育士(法

第18条の18第1項の登録を受けた者又は地域

限定保育士をいい、第30条第3項若しくは第45

条第3項又は前2条の規定により保育士とみな

される者を除く。)を、保育士の数(前2条の規

定の適用がないとした場合の第30条第2項又

は第45条第2項により算定されるものをいう。)

を3分の2以上、置かなければならない。 

 


